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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について 

 

令和７年７月18日 

                                   茨城県県民生活環境部廃棄物規制課 

 

 このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」と

いう。）第14条の３の２第１項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。 

 

記 

 

事業者の名称及び所在地 
株式会社常磐 

（茨城県水戸市河和田町1167番地の４） 

許 可 番 号 産業廃棄物収集運搬業 第00801216302号 

処 分 年 月 日 令和７年７月18日 

処 分 内 容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 

処 分 の 理 由 

株式会社常磐が、法第 19条の３の規定による命令及び法第 19条

の５第１項の規定による命令に違反し、令和６年 12 月 12 日に水戸

地方裁判所から罰金 100 万円の刑に処せられ、同月 27 日にその裁

判が確定したことは、法第７条第５項第４号ニに該当し、当該事実

は、法第 14 条第５項第２号イに該当する。 

 


